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東日本大震災に伴う原子力発電所の事故によって福島県内の広範囲に放射性物質が放出された．環境省

は除去土壌等を搬出先（中間貯蔵施設）に運ぶための実施計画を立案した．実施計画の中でピーク時の大

量輸送の影響評価をする必要があったが，福島県内は，震災前後で人口分布や利用可能な道路，交通状況

等が大きく変わっており，震災前のデータがほとんど使えない状況であった．本検討では，震災後のデー

タ取得や調査の実施，将来交通量推計結果等により，震災後の一般交通量のデータを構築したこと．また，

県内全域で 1 日約 3,500 台/日往復の輸送車両が走行する状況を試算し，一般交通への影響と沿道市民への

影響を捉えるため道路混雑，放射線追加被ばく，生活環境影響の指標を用いて評価した方法を報告する． 
 

     Key Words: radioactive soil,mass transportation, ,a plan of action, survey method, evaluation 
 
 
1. はじめに 
 

2011 年 3 月 11 日，東日本大震災に伴う原子力発電所

の事故によって福島県内の広範囲に放射性物質が放出さ

れた．環境中に放出された放射性物質を取り除くための

除染作業と，除染作業によって取り除いた除去土壌等は

沿道や周辺の仮置き場に一時的に保管された．市民に少

しでもはやく元の生活に戻ってもらうため，除去土壌等

の輸送対象物約 1,400万㎥（2018年 10月時点）を県内の

大熊町，双葉町に跨がる中間貯蔵施設（福島第１原発を

囲むエリア）まで輸送する必要があった． 
2013 年 12 月，除去土壌等の輸送に係る基本的な事項

について検討し取りまとめることを目的として，中間貯

蔵施設への除去土壌等の輸送に係る検討会（座長 家田

仁 東京大学大学院教授（設立当時））が設立された．

検討会は，2015 年 12 月までに 5 回開催され，輸送基本

計画の立案，および，パイロット輸送の検証に関する検

討が行われ，本格輸送に向けた検討が進められた． 
輸送基本計画 1)では，中間貯蔵施設への除去土壌等の

輸送における以下の事項が基本原則とされた． 
①安全かつ確実に輸送を実施すること 
②短期間かつ円滑に輸送を実施すること 
③国民及び関係機関の理解と協力の下，輸送を実施

すること 
輸送の基本原則を受けて，輸送ルートは高速道路を積

極的に利用するルートが提案され，地元自治体との調整
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をした結果が実施計画に反映され，1市町村から1,000㎥
程度の搬出量としたパイロット輸送が実施された．3) 
本稿では，このような前例のない放射性物質を含む除

去土壌等，かつ，広範囲からの大量輸送について，事前

の影響評価とモニタリングの方法の考え方を報告するこ

とを目的とする．特に，ピーク時の輸送に向け，パイロ

ット輸送から各年の本格輸送における実績，福島県内の

復旧・復興に向けた最新の交通データ等を整備して実施

した試算方法について詳細に報告することとする． 
 
2. 除去土壌等の輸送の概要 
 
(1) 輸送対象 
中間貯蔵施設への輸送対象物は，福島県内で発生した 

①除染に伴い生じた土壌及び廃棄物（草木，落葉・枝，

側溝の泥等）と②上記以外の廃棄物（放射能濃度が 10
万 Bq/kg を超える焼却灰等）を基本とする．特に，①に

ついては，福島県内の43市町村において，仮置場799箇
所，現場保管 64,308箇所で保管されていた（2014年 8月
31日現在）． 
 
(2) ピーク時の輸送量 
中間貯蔵施設事業について，2016 年 3 月 27 日に「中

間貯蔵施設に係る「当面 5年間の見通し」を公表し，輸

送対象物量約 1,400 万㎥の中間貯蔵施設への搬入に向け，

用地や施設整備等の状況を踏まえて輸送量を段階的に拡

大し，2019 年度の中間貯蔵施設事業の方針において，

2021 年度末までに県内に仮置きされている除去土壌等

（帰還困難区域を除く）の概ね搬入完了することを目標

とした（図-1）． 
除去土壌等の輸送の影響評価は，2019年の「ピーク時

の輸送量を想定して実施した． 
 

 
図-1 輸送量の推移（帰還困難区域分を含む）2) 

 
(3) 震災後の道路交通状況 
震災全後の主要道路の交通状況を図-2に示す． 
震災後は，避難指示区域の設定による一般車両の通行 

 

 
図-2 主要道路の交通量（震災前／震災後／常磐道（広野～常磐富岡）再開通後）及び一般道路の主要渋滞箇所 1) 
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禁止や迂回交通の発生，住民の避難に伴う人口移動，復

旧・復興関連の交通流動等，浜通り地方を中心に様々な

状況変化があった．避難指示区域の見直し，帰還困難区

域における通行許可提示なく通行できる特別通過交通の

適用が徐々に拡大された． 
また，常磐自動車道は，震災の影響により工事が中断

されていたが，震災約 4年後の 2015年 3月 1日に全線開

通した．  
①浜通り地方：富岡町付近の国道 6号は，住民の避難に

伴う居住者の減少及び一般交通の通行制限等により震

災前よりも交通量が減少．一方，いわき市内の国道 6
号や常磐自動車道では，復興に伴う工事車両，作業員

の通勤車両等により震災前よりも交通量が増加． 
②中通り地方：国道 4号や東北自動車道は，帰還困難区

域を迂回するなどの交通の転換により多くの区間で震

災前よりも交通量が増加．  
③その他：浜通り地方と中通り地方間では，中通り地方

と同様，帰還困難区域の迂回交通により磐越自動車道

や国道49号，国道114号，国道115号，国道349号等，

多くの区間で震災前よりも交通量が増加． 
 

3. ピーク時輸送の事前評価 
 
(1) 除去土壌等の輸送の試算に関する基本条件 

ピーク時輸送の試算は，パイロット輸送の実施計画検

討時から検討をし，毎年交通データや輸送実績データ等

を更新して予測評価の信頼性向上を図った． 
パイロット輸送における基本条件となる輸送車両や輸

送の荷姿は，輸送実施計画により，除去土壌等をフレキ

シブルコンテナに詰め，10 トンダンプトラックの荷台

をシートで覆うこととした．搬出元は，主要な仮置場

（市町村ごとに保管量の多い上位 10 箇所）を前提とし，

小規模な仮置場や現場保管は対象外とした．仮置場から

の搬出量は，市町村の保管量合計を上位 10 箇所の保管

量で案分することとした． 
輸送における工程は，仮置場における積荷，輸送，中

間貯蔵施設における荷卸し（スクリーニング），帰投を

1 工程（図-3）とし，輸送時間帯内であれば複数回転で

きる設定とした．  
除去土壌等の輸送のあたり，輸送の条件設定を表-1の

とおり行った．影響評価の試算は，毎年更新するため，

実績や最新のデータを用いて精度向上を図った． 
 

 
仮置場における積荷            輸送／帰投            中間貯蔵施設における荷卸し  

図-3 輸送における工程イメージ 

 
表-1 除去土壌等の輸送の前提条件 

項目 内容 備考 

①１日当りの輸送車両台数 年間輸送量÷年間輸送日数÷1台当り輸送量 ピーク時の輸送量は約400万㎥/年であるが，

日変動を考慮して約 600万㎥と設定 

②年間輸送日数 260 日（年間日数から悪天候数を除いた日数に不

確実性を考慮） 
2020年度実績もほぼ同じ日数 

③輸送時間帯 基本 8:00から 15:00出発かつ 18:00まで帰着を基本 
（自治体との協定に基づき個別に設定） 

出発時間帯は，総合管理システムの実績の

分布にならい設定 
④輸送車両 10トンダンプトラック  
⑤輸送荷姿（１台当り輸送量） 1㎥の保管容器（土壌等 6.6個/台，草木 8個/台） 数値は 2018年度実績 

そ
の
他
の
設
定
条
件 

起点 ⑥対象市町村 計画検討年次に輸送が終了する市町村は対象外 輸送量は市町村別保管量で全体を案分 
⑦仮置場 市町村別・直轄非直轄別保管量の上位 10箇所 輸送量は各市町村の仮置場別保管量で案分 

⑧終点 中間貯蔵施設（大熊工区・双葉工区）  
⑨輸送可能ルート 相馬福島道路（霊山～相馬），常磐道全線，大熊

IC，常磐双葉 IC，各スマート IC，工事用道路等 
除染後に解放された道路も追加 

⑩輸送ルート 市町村と調整後のルート（図-4） 輸送が終了する市町村は非表示 
一般 
交通量 

⑪高速道路 高速道路トラカン－輸送車両台数 輸送車両台数は，総合管理システムの実績 
⑫一般道路 直轄国道トラカン，VICS，交通量調査結果， 

道路交通センサス 
交通量調査→直轄国道トラカン→VICS→セ

ンサスの順で年次の新しいものを適用 
⑬旅行速度 ETC2.0一般プローブデータ 当初は本田インターナビ（民プロ）を使用 
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図-4 ピーク時の輸送ルート 4) 

 
(2) 除去土壌等の輸送の条件設定 

パイロット輸送時にピーク時の輸送ルートの条件設定

をするには様々なデータが不十分な状況であり，データ

取得や仮定をした上でデータの整備を実施した． 
例えば，実施計画策定当初は，下記のような課題があ

ったが，計画更新時により新しい実績データを蓄積使用

することで年々精度を向上させた． 
①高速道路の一般交通量：トラカンデータを毎年更新し,
県内の交通状況の変化に対応した．トラカンデータは，

一般の大型車と輸送車両の判別ができないため，輸送

車両が多くなってきた際に，ダブルカウントの問題が

大きくなる．そこで，総合管理システム（図-5 すべ

ての輸送車両に搭載したGPS車載器より得られる走行

中の輸送車両の位置情報を記録）の輸送車両データと

組み合わせて，輸送車両を除いた一般交通量の大型車

データを作成した． 
②一般道路の一般交通量：震災後のデータがなく，主な

輸送ルートとなる交差点を中心に福島県内 60 箇所以

上の交通量調査を実施した．交通量調査は，翌年以降

も毎年，道路網や輸送の変遷に合わせ，輸送が集中す

る交差点等において 20～30 箇所程度実施してきた．

また，輸送車両と一般の大型車を判別するため，図-6
のように輸送車両が輸送時（実車）や帰投時（空車）

に付ける垂れ幕で判別しカウントした． 

 
図-5 総合管理システム 4) 

 

 

図-6 環境省輸送車両 輸送時・帰投時の判別 5） 
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③保管量：当初は除染も実施中の状況であるため，仮置

場の保管量の実績ではなく，計画値を使用した．除染

が進み，実施計画を更新していく段階で保管量の実績

に置き換えた． 
③輸送時間帯：出発時刻は，極力午前中の時間帯に出発

することを想定して設定した．その後，輸送車両 1台
1台の状況を GPSで管理する総合管理システムの実績

情報や自治体と環境省の協定の状況を反映し，精度向

上を図った． 
④輸送可能ルート：未整備区間は一般交通量のデータが

ないため，福島県の将来交通量推計値を用いた． 
 
3. 除去土壌等の輸送の影響評価結果 

 
除去土壌等の輸送の影響評価は，表-2の 3つの指標に

ついて実施した． 
 

表-2 除去土壌等の輸送の前提条件 
道 路 混 雑

評価 
輸送時の時間帯別交通容量比が輸送車両によっ

て，時間交通容量を上まわらないかチェック 
放射線 
被ばく性 
評価 

停止時と通過時それぞれの被ばく線量の合計を年間

換算し，一般公衆被ばくの年間被ばく限度量を上回

らないかチェック 
生 活 環 境

影響評価 
大気質（二酸化窒素，浮遊粒子状物質，粉じん等）が，

輸送車両により環境基準を上まわらないかチェック 
 騒音が輸送車両により要請限度や環境基準を上まわ

らないかチェック 
 振動が輸送車両により要請限度を上まわらないかチ

ェック 
 
(1) 交通混雑評価 

輸送による一般交通への影響については，定量的評価

である時間当りの交通量に対する道路の交通容量の比を

用いて行った． 
現況の交通量に，除去土壌等の輸送車両の交通量を加

算した際の交通混雑を評価し，次の条件を目安として輸

送車両の分散等を行い交通量を調整した． 
・交通量／設計交通容量（時間）＜1.0（目安） 
・設計交通容量は，最新の道路交通センサスのマスター

データ等を使用 
・交通条件は，一般交通量及び当該年度の輸送計画で試

算された輸送車両の交通量を使用 
年間輸送量が最大となった 2019 年度の輸送車両の日

交通量（台/日），交通容量比は図-7，図-8に示すとおり． 
年間輸送量がピーク（約 400 万㎥/年）となった 2019 年

度～2020年度の輸送車両の稼働台数は，1日当たり 1,700
台程度（延べ 3,000 往復程度），2 年間の累計では約

728,000 台となり，そのうち約 513,000 台と全体の 70%程

度が高速道路を利用した． 
中間貯蔵施設に車両が集中する常磐自動車道の下り区

間で交通容量比が最大となり，輸送車両の通行による渋

滞発生を防止するため交通容量比が 1.0 を上回らないよ

う輸送計画を調整した． 
 

 
図-7 輸送車両の日交通量（台/日）4) 

 

 
図-8 輸送時における時間容量比（最大）4) 
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一般道路高速道路

0～ 50未満

50～ 100未満

100～ 500未満

500～1,000未満

1,000～1,500未満

凡例

1,500～

いわき市

福島市

郡山市
田村市

塙町

白河市

南相馬市

猪苗代町

伊達市

二本松市

飯舘村

天栄村

浪江町

須賀川市

相馬市

川内村

古殿町

棚倉町
鮫川村

川俣町

小野町

矢祭町

石川町

楢葉町

平田村

本宮市
葛尾村

大玉村

大熊町

三春町

富岡町

矢吹町

広野町

新地町

双葉町

玉川村

桑折町

国見町

浅川町

泉崎村

鏡石町

中島村

4

13

49

4

4

4

49

49

6

6

115

115

399

349

349

349

289

289
294

118

118

118

399

288

288

459

399

6

114

114

114

中間貯蔵施設

輸送時（8時～18時）の時間容量比 （最大）

一般道路高速道路

0.0～0.5未満

凡例

0.5～0.8未満

0.8～1.0未満

1.0～

中間貯蔵施設

2019年度搬出対象市町村

凡例

帰還困難区域

居住制限区域

避難指示解除準備区域
※2017年4月1日時点
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(2) 輸送ルート沿道の放射線被ばく評価 

輸送に伴う沿道住民の追加被ばく線量が最大となるこ

とが想定されるケースとして，信号のある交差点付近の

住居の壁際に居住者が留まり続けるケースを考え，信号

のある交差点に輸送車が赤信号で停止することによる被

ばくと青信号で通過することによる被ばく（図-9，図-
10）を足しあわせることにより，信号のある交差点付

近の住居の壁際に留まり続ける居住者に対する追加被ば

く線量の評価を実施した． 
その結果，輸送車両が集中するルートにおいても輸送

による影響はほとんどないことが確認された． 
 

＜信号現示：青の場合＞ ＜信号現示：赤の場合＞ 

 
図-9 一般道における被ばく形態 4) 

 

 
図-10 輸送車両の側面と沿道居住者との離隔 4) 

 
(3) 輸送ルート沿道の生活環境評価 
①調査・予測評価地点の選定の考え方 
除去土壌の輸送はほぼ福島県全域で行われ，輸送車両

の走行に伴う大気質，騒音，振動への影響が懸念された．

自治体及び地域住民の環境悪化への懸念に対して，大気

質，騒音，振動の事前調査，予測評価，輸送中のモニタ

リング調査，保全対策の検討を行ったが，輸送範囲が広

く，輸送ルート・道路区間（DRM約 3,000リンク）が多

解を得る上では極めて重要である． 
環境調査及び予測評価の地点は，輸送による影響が大

きい箇所とすべきであるが，環境影響の程度は，評価項

目によって異なる上，影響要因は，交通量，走行速度，

道路構造・幅員等と多いため，諸条件等から直接に調査

地点等を抽出・選定することができず，全地点に対して

環境予測をした上で調査箇所を選定することは，莫大な

予測量になり，実施が困難である．これらの課題に対し

て，以下の方法で対応した． 
・大気，騒音，振動のうち，騒音状況が最も厳しいこと，

輸送に伴う道路交通量の増加により騒音レベルが最も

上昇しやすいことから，調査，予測評価箇所は，騒音

影響の大きい箇所から選定することとする． 
・騒音影響は，平面道路との条件で，交通量，幅員，速

度を用いた騒音レベルの概算結果から判断することと

する． 
すなわち，輸送ルート上の約 3,000 区間に対して，道路

交通センサスデータから取得した道路幅員，走行速度及

び「(1) 交通混雑評価」の検討から取得した道路交通

量等のデータを用いて，区間別の騒音レベル，輸送によ

る騒音レベルの増加量を計算した上で，輸送時の騒音レ

ベル及び輸送による騒音レベル増加量から調査・予測評

価の地点を選定する． 
②騒音影響の大きい箇所の抽出 
従来，騒音予測は 1箇所ごとに詳細な計算を実施する

が，本件は対象箇所数が 3,000 以上と多く，通常の騒音

予測ソフトによる騒音計算は時間がかかりすぎるため，

本業務専用の騒音計算ツールを作成した．騒音計算ツー

ルは，道路交通センサスデータから道路幅員及び規制速

度のデータ，輸送計画の検討結果から時間別・車種別交

通量のデータをそれぞれ読み込んで車道部に音源を配置

し，騒音の伝搬計算を行い，各区間の官民境界地点での

騒音レベルを予測するものである．そして，現況交通量

と輸送時の交通量を用いた騒音予測を行い，現況及び輸

送時の騒音レベル，騒音レベルの増加分をそれぞれ計算

し，その結果を用いて調査・予測評価地点を選定した． 
具体的には，計算した輸送時の騒音レベルと，輸送時

と現況騒音レベルとの差（輸送による騒音レベルの増加

量）を用いて，下図に示すとおり輸送時の騒音レベルの

分布図を作成し，エリア１～３に入る地点を選定した

（図-11）．また，分布図における各エリアは表-3 の通

り定義した． 
なお，騒音の環境影響評価は整数評価であるため，

輸送による騒音レベルの増加量が 0.5dB 未満の地点は，

輸送による騒音レベルの増加がないとみなし，これらの

地点は環境影響の評価地点としないこととした． 
上記の方法を用いて，県内で約 60 地点を選定し，こ

れらの地点に対して，正規な予測ソフトを用いて大気質，

騒音，振動の各項目について予測を行い，その中で影響

の大きい地点に対して事前調査，モニタリング調査を行

った． 
③環境の事前調査 
上記の方法と初年度の輸送計画に基づいて，約 60 箇

所を選定し，騒音・振動の事前調査を行った．大気質に

ついては，広域的に拡散するものであること，現況濃度

が低いうえ，自動車による寄与分が低いこと，調査コス

トが高いこと等から，2 箇所を選定し，事前調査を行っ

た． 
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図-11 輸送時の騒音レベルの分布状況 

 

表-3 除去土壌等の輸送の前提条件 

エ
リ
ア
１ 

環境基準を超過する恐れのある地点 

輸送による騒音レベルの増加量が 0.5dB 以上（輸送による騒

音への影響があること），かつ，輸送時の騒音レベルの計算値

が 65dB 以上（輸送時の騒音レベルが高く，環境基準（70dB）

超過の可能性があること）の地点を含むエリアである． 

エ
リ
ア
２ 

環境基準超過の可能性があり，輸送による増加分が比較的

大きい地点 

輸送時の騒音レベルの計算値が60～65dBであり，輸送による騒

音レベルの増加量が凡そ3dB以上の地点を含むエリアである． 

エ
リ
ア
３ 

輸送による騒音レベルの増加量が大きい地点 

輸送時の騒音レベルの概算値が 50～60dB，輸送による騒音

レベルの増加量が凡そ 6dB以上の地点を含むエリアである． 
 

 

図-12 騒音予測結果 4) 

 
事前調査結果では，大気質，振動は評価基準を満足す

るものの，一部の地点では，騒音レベルは輸送前の現況

でも環境基準を超過しており，輸送車両の影響は軽微で

ある予測した． 
 
 

④予測評価 
輸送期間の毎年度は，市町村へのヒアリング結果を踏

まえた輸送計画の修正を行っているため，年度別の輸送

計画に基づいて，再度予測地点を選定し，予測評価を行

った，大気質，騒音，振動の予測評価は，道路環境影響

の技術手法（国土総合研究所，平成 24 年版）に基づい

て行った．6) 
輸送時の予測結果では，一部地点での騒音レベルは環

境基準を超過するが，超過地点のほとんどは，事前調査

でも基準超過した地点であり，これらの地点において輸

送車両による騒音レベルの増加分が比較的小さいもので

あった（図-12）． 
 
5. さいごに 

 
本検討は，震災復興に伴い道路交通状況が変化する中

で，放射性物質を含み，かつ，福島県のほぼ全域から除

去土壌を大量に輸送する前例のない事業のため，非常に

多くの方々から意見と知恵をいただいた．輸送実施計画

書の公表にあたっては，地域住民，道路利用者の方々の

理解と協力を得ながら，毎年公表してきた．予測評価の

試算にあたっては，毎年，東日本高速道路株式会社様及

び国土交通省東北地方整備局様，福島県警様よりデータ

提供をいただき，より実態に近い条件で評価をすること

可能になった．また，日揮株式会社様には，放射線追加

被ばくの考え方や算定式をご教示いただいた． 
 
謝辞：本検討にあたり協力いただいた道路管理者及び交

通管理者等，多くの方々に深く感謝申し上げたい. 
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エリア１：運搬による増加分が0.5ｄB以上、運搬

時の試算値が65ｄB以上

（運搬による騒音レベルの増加があり、環境基

準超過の恐れのある地点）

エリア2：運搬による増加分が3ｄB以上、運搬時

の試算値が60～65ｄB 

環境基準超過の可能性が低いが、運搬による

騒音レベルの増加が比較的大きい地点

エリア3：：運搬による増加分が6ｄB以上、運搬

時の試算値が50～60ｄB 

環境基準超過の可能性が極めて低いが、運搬

による騒音レベルの増加が大きい地点
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